
社発第155号

平成21年3月17日

 貸 借 取 引 参 加 者

　 　代　表　者　殿
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取締役社長　　湯　本　崇　雄

                            貸借取引貸株超過にかかる特別品貸料率の適用について

拝啓　貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

 　さて、今般当社は下記銘柄について貸借取引の貸株超過における特別品貸料率を適用すること

といたしますので、ご通知申し上げます。

敬　具

１.対象銘柄 （11銘柄）

　　　(2681)  （株）ゲオ　株式 　　　(9041)  近畿日本鉄道（株）　株式

　　　(2811)  カゴメ（株）　株式 　　　(9044)  南海電気鉄道（株）　株式

　　　(8160)  （株）木曽路　株式 　　　(9048)  名古屋鉄道（株）　株式

　　　(9020)  東日本旅客鉄道（株）　株式 　　　(9205)  （株）日本航空　株式

　　　(9021)  西日本旅客鉄道（株）　株式 　　　(9368)  キムラユニティー（株）　株式

　　　(9022)  東海旅客鉄道（株）　株式

２.適用日

  　平成21年3月25日（申込日基準）に限り適用いたします。

　　なお、平成21年3月25日申込みにおける特別品貸料率の適用は、期末最終申込日につき2日

 分となりますので、念のため申し添えます。

（参考） 特別品貸料

（１日１株につき）

  貸　借　値　段 
1,000円超1,000円
以下を増すごとに

 品　貸　料　率 ５円を加算

（注）特別品貸料率を適用する場合も継続日数加算は現行どおりといたします。

　　　　　　なお、取引所が定める売買単位が１株である銘柄については、当該銘柄の貸借値段

　　　　 を1,000分の1、貸株不足株数を1,000倍して、上表により求めた料率を1,000倍して品貸

　　　　 料率とする。

以　上

記

 1,000円以下

 ５円


